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その他の特約条項
原子力危険不担保特約条項

（1）	　当会社は、直接であるか間接であるかにかかわらず、次
のいずれかの物の原子核反応または原子核の崩壊・分裂等
による放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこ
れらの特性に起因する損害（放射能汚染または放射線障害
を含みます。）に対しては、保険金を支払いません。
①核燃料物質（使用済燃料を含みます。）
②核原料物質
③放射性元素
④放射性同位元素
⑤①から④までのいずれかにより汚染された物（原子核分
裂生成物を含みます。）

（2）　（1）の規定は、医学的または産業的な利用に供される
放射性同位元素（ウラン、トリウム、プルトニウムおよ
びこれらの化合物ならびにこれらの含有物を含みませ
ん。）については、その使用、貯蔵または運搬中に生じた
原子核反応または原子核の崩壊もしくは分裂による損害
に限り、適用しません。ただし、その使用、貯蔵または
運搬に関し法令違反があった場合を除きます。

専門職業危険不担保特約条項
当会社は、この保険契約に適用される特別約款または特約
条項にこれと異なる規定がある場合を除き、被保険者または
その使用人その他被保険者の業務の補助者が行う次の行為に
起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
①疾病の治療・軽減・予防、診察、診断、療養の方法の指
導、矯正、出産の立会い、検案、もしくは診断書・検案書・
処方せん等の作成・交付等の医療行為（法令により、医師、
歯科医師、看護師、保健師または助産師以外の者が行う
ことを許されている場合を除きます。）
②美容整形、医学的堕胎、助産または採血その他医師、歯
科医師、看護師、保健師または助産師が行うのでなけれ
ば人体に危害を生ずるおそれのある行為（法令により、

医師、歯科医師、看護師、保健師または助産師以外の者
が行うことを許されている場合を除きます。）
③薬品の調剤もしくは投与または薬品の販売もしくは供給
④あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道
整復師以外の者が行うことを法令により禁じられている
行為
⑤建築士、土地家屋調査士、技術士、測量士または獣医師
以外の者が行うことを法令により禁じられている行為

汚染危険不担保特約条項
第 1条（保険金を支払わない場合）
（1）	　当会社は、直接であるか間接であるかにかかわらず、
汚染物質の排出・流出・いっ出または漏出（以下「排出等」
といいます。）に起因する損害に対しては、保険金を支払
いません。ただし、次のすべての条件に該当する場合を
除きます。
①排出等が不測であること。
②排出等の原因となる事故（以下「事故」といいます。）が
突発的に発生したこと。
③排出等が急激であること。
④事故が発生してから7日以内に被保険者が排出等を発見
し、かつ 21日以内に賠償責任保険普通保険約款第 12条
（事故の発生）（1）①に規定する事項を当会社に通知する
こと。

（2）　（1）の「汚染物質」とは、生物（人体を含みます。）に
有害な物質、または土壌、大気もしくは水の汚染の原因
となる物質をいいます。なおこれらの物質には、煙、蒸気、
すす、臭気、酸、アルカリ、化学物質、石油、廃棄物（再
生利用のための物質を含みます。）等を含みます。

第 2条（汚染浄化費用の取扱い）
（1）　当会社は、汚染浄化費用またはこれによる損失に対して
は、保険金を支払いません。ただし、前条（1）ただし書
きの場合において、被保険者が他人に対する法律上の損害
賠償責任を負担することによって被る損害を除きます。

（2）　（1）の「汚染浄化費用」とは、その名称が何であるか
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にかかわらず、汚染物質の調査・監視・清掃・移動・収容・
処理・脱毒・中和等に要するすべての費用をいいます。

石綿損害等不担保特約条項
当会社は、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の
いずれかの事由に起因する損害に対しては、保険金を支払い
ません。
①石綿または石綿を含む製品の発がん性その他の有害な特性
②石綿の代替物質またはその代替物質を含む製品が有する
発がん性その他の石綿と同種の有害な特性

共同保険に関する特約条項
（賠償責任保険用）

第 1条（独立責任）
この保険契約は、保険証券記載の保険会社による共同保険
契約であって、保険証券記載の保険会社は、保険証券記載の
それぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯すること
なく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
第 2条（幹事保険会社の行う事項）
保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保

険会社として指名した保険会社は、保険証券記載の全ての保
険会社のために下表に掲げる事項を行います。
① 保険契約申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
② 保険料の収納および受領または返戻
③ 保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除
④ 保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の
受領およびその告知または通知の承認

⑤ 保険金請求権等の譲渡の通知に係る書類等の受領およびそ
の譲渡の承認または保険金請求権等の上の質権の設定、譲
渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領およびその設
定、譲渡もしくは消滅の承認

⑥ 保険契約に係る変更手続き完了のお知らせの発行および交
付または保険証券に対する裏書等

⑦ 保険の対象その他の保険契約に係る事項の調査
⑧ 事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領また
は保険金請求に関する書類等の受領

⑨ 損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および保険証券
記載の保険会社の権利の保全

⑩ その他①から⑨までの事務または業務に付随する事項
第 3条（幹事保険会社の行為の効果）
この保険契約に関し幹事保険会社が行った第 2条（幹事保
険会社の行う事項）の表に掲げる事項は、保険証券記載の全
ての保険会社がこれを行ったものとみなします。
第 4条（保険契約者等の行為の効果）
この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して
行った通知その他の行為は、保険証券記載の全ての保険会社
に対して行われたものとみなします。


